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●ＪＡＭ組織局長

原　正巳 はら・まさみ
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正社員　　　 請負労働者　　

両方同様に
のみ　 主　　 のみ　　主　

「３Ｋと言われる　　 2.1％　 0.0％　 0.0％　 6.3％　　 68.8％
ような仕事」

「深夜の連続作業　　 2.1％　 4.2％ 10.4％ 2.1％　　 60.4％
を伴う仕事」

請負会社　 職場の社員 両方

「仕事の割り振り」 10.4％ 58.3％ 29.2％

「作業方法の指示」 6.3％ 62.5％ 29.2％

「残業の指示」 18.8％ 52.1％ 25.0％

「安全衛生教育」 16.7％ 47.9％ 31.3％

「出退勤管理」 43.8％ 27.1％ 25.0％

「有休の取得手続き」 45.8％ 31.3％ 16.7％

「人事評価」 45.8％ 18.8％ 27.1％
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活用する　　
活用者数

予　算　　　 正社員に　　　
活用する請負会社　　　　　　　　　対する割合　 仕事の範囲

「協議している」→協議決定事項　　　 0.0％　　　　 5.6％　 2.8％　 5.6％　　 8.3％

→協議事項　　　　　 8.3％　 13.9％　　　　 0.0％　　　 16.7％　　 19.4％

「報告を受けている」 19.4％　　 27.8％ 27.8％　 27.8％　　　　 19.4％

Ｐ16～/3.3  05.6.16  8:29 AM  ページ3



19 2005 Spring

○○会社（以下、会社という）とＪＡＭ○○労働組合(以下、組合とい

う)は、派遣労働者等の受け入れに関して、次の通り協定する。

１．会社は、派遣労働者の受け入れについては、すべての場合に、その

理由および業務、人員、契約期間、契約内容、労働条件、派遣元に

おける社会・労働保険の加入の有無などについて事前に協議する。

２．会社は、派遣労働者の導入にあたっては、専門型２６業務、または臨

時的・一時的業務に限定し、人員削減後の要員対策として正規従業

員の代替に派遣労働者等の受け入れは行わない。

３．会社は、派遣労働者を受け入れる時は、労働者派遣法などの法令を

遵守し、派遣先責任者の氏名、および安全衛生について派遣労働者

への安全衛生教育など安全配慮義務を果たす具体的対策を、組合に

提示する。

４．会社は、派遣労働者の契約終了にあたっては、組合へ事前に報告し、

協議する。派遣終了後に当該派遣労働者を直接雇用する場合は、勤

続年数の算定に派遣就労期間を含めることとする。

５．会社は、紹介予定派遣を受け入れる場合は、紹介予定派遣であるこ

とを組合へ事前に報告し、採用する場合は正規社員として採用する。

６．会社は、事業所内の製造業務において、業務請負会社の労働者が就

労する請負契約を締結する場合は、その業務、人員、契約期間、契

約内容、労働条件を、組合へ事前に報告し、協議する。また、会社　

は、業務請負会社の労働者の就労が、職業安定法、労働者派遣法、

労働基準法、労働安全衛生法等に違反していないことを確認する。
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